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教育福祉委員会資料 

        令 和 ２ 年 １ ２ 月 

子ども若者はぐくみ局 

 

ひとり親世帯への臨時特別給付金の再支給について 

 

７月特別市会において議決いただいたひとり親世帯臨時特別給付金（以下「給付金」

という。）の支給事業については，新型コロナウイルス感染症の感染再拡大を受け，国の

予備費の使用により再支給を行うことが１２月１１日に閣議決定されました。本市にお

いては，再支給の目的に鑑み，年内に支給するため，これに先立ち１１月市会で補正予

算を議決いただいたところです。 

給付金の再支給については，年内の支給に向けて事務処理を進めておりますので，現

時点での進捗状況について御報告いたします。 

 

１ 再支給の概要（別紙１） 

⑴ 対象者 

７月補正の給付金の基本給付が支給される方 

基本給付の支給対象者 対象者数 

①  令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方 

約 13,000 世帯 

② 公的年金等を受給しており，令和２年６月分の児童扶養手当の

支給が全額停止となる方で，平成３０年中の収入が，児童扶養手当

水準となる方等 

③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変する等，

収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 
 

⑵ 支給金額 

１世帯５万円。第２子以降１人につき３万円を加算（７月補正の基本給付分と同額） 
 

⑶ 支給予定日，支給方法 

ア  令和２年１２月１１日時点で基本給付が支給済又は申請中の方 

支給予定日：令和２年１２月２５日（金） 

基本給付の支給口座に振り込みます（申請不要）。 

対象となる 11,832 世帯には，１２月１７日付で案内（別紙２）を送付済 

   ＜対象となる世帯の内訳（令和２年１２月１７日時点）＞ 

 支給予定世帯数 支給予定金額 

令和２年６月分児童扶養手当受給者 11,170 世帯 728,930 千円 

公的年金等受給による児童扶養手当

支給停止者 
264 世帯 17,430 千円 

新型コロナウイルス感染症による家

計急変者 
398 世帯 26,590 千円 

計 11,832 世帯 772,950 千円 
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  イ 令和２年１２月１１日以降に基本給付の申請を行う方（申請期限：令和３年２月２８日消印有効） 

     申請があった月の翌月末までに支給 

⑴の②，③のいずれかに該当する場合，申請いただくことで，基本給付分と併せ 

て再支給分を振り込みます。 

   ＜参考＞ 

令和２年１２月１１日以降の申請件数：１７件（令和２年１２月１７日時点） 

 

２ 未申請の方への周知広報 

給付金については，市民しんぶんやホームページ，フリーペーパーへの各種広報媒体

への掲載と，市内ハローワークや年金事務所等，関係各所への周知チラシ（別紙３）の

配架を行い，周知広報に努めてきました。 

今後も，ひとり親世帯の相談窓口である区役所・支所子どもはぐくみ室において，来

庁者への周知に努めるとともに，京都市ひとり親家庭支援センター「ゆめあす」と連携

して申請勧奨を行うなど，引き続き効果的に広報できるよう取り組んでまいります。 



別紙１



 



 別紙２  

  

ひとり親世帯臨時特別給付⾦の再支給のご案内 
 

ひとり親世帯を支援するため，給付金を再支給します！ 

 

１．支給対象者 
既にひとり親世帯臨時特別給付金を受給された方 
※ 前回受給後，婚姻等により，ひとり親世帯でなくなった方につ

いても再支給の対象となります。 

４．支給時期 
令和２年１２月末までに支給する予定です。 
通帳には，前回と同様に「ｷｮｳﾄｼ ﾋﾄﾘｵﾔｷｭｳﾌ」と印字されます。 

（振込通知等は行いません。また，新たに口座登録等をされる場合，

その届出以降の支給となるため，１月中旬以降になります。） 

 ※ 前回受給後，京都市から転出された方についても，京都市から

支給を行います。 

２．支給方法 
 申請不要です。 

 前回，ひとり親世帯臨時特別給付金の振込を行った口座に振り込み

ます。 

 ただし，既に口座を解約されていたり，口座名義が変更になってい

る場合等，新たに口座登録等が必要な場合は届出が必要となります。

詳しくは裏面をご覧ください。 

３．支給金額 

１世帯５万円，第２子以降１人につき３万円を加算した金額
※ 前回支給したひとり親世帯臨時特別給付金（基本給付分）と同  

じ金額です（子どもの増減があった場合でも前回と同じ金額です。）。  

※ 追加給付分の再支給はありません。 

新型コロナウイルス感染症の影響により，ひとり親世帯の方は

依然として厳しい状況にあることから，ひとり親世帯臨時特別給

付金（基本給付分）を再支給します。 

 



 

〒604-8571  
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地 京都市役所北庁舎８階 
電  話︓（０７５）２２２－４３１０ ＦＡＸ︓（０７５）３５４－５１８９ 
受付時間 午前９時から午後 5 時まで  

ひとり親世帯臨時特別給付⾦ 専用窓口 

口座を解約されている場合等 
 前回のひとり親世帯臨時特別給付金を支給した口座を解約されて

いたり，口座名義が変更になっている場合等は，速やかに「支給口

座登録等の届出書」をご提出ください。 

なお，その届出以降の支給となるため，１月中旬以降となります

のでご了承ください。 

 また，令和３年２月２８日までに提出がない場合，ひとり親世帯

臨時特別給付金が支給されない場合がありますので，あらかじめご

了承ください。 
 

≪「支給口座登録等の届出書」の提出方法≫ 
以下のホームページから様式をダウンロードし印刷のうえ，下記

のひとり親世帯臨時特別給付金 専用窓口へ郵送してください。  
 
 検索ワード「京都市ひとり親世帯臨時特別給付金」 

アドレス https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000271471.html 
 

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため，郵送により提

出してください。 
  

 

｢ひとり親世帯臨時特別給付金｣に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。 

ご自宅などに京都市から問い合わせを行うことがありますが，ＡＴＭ（現金自動預払機）の操

作をお願いすることや，支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし，不審な電話がかかってきた場合は，すぐに最寄りの警察へご相談ください。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000271471.html


  

 

別紙３



                                                          

    

 

        
   

          
 

   


